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1. 事業目的及び概要 

本事業は、宇部市内都市公園等を活用して、「自分の責任で、自由に遊ぶ」をモットーに子ども

が自由な発想で遊びを展開する遊び場（以下「プレーパーク」という。）を開催し、遊びを通じて得

られるさまざまな体験や交流により、子どもたちの自主性やコミュニケーション能力を育てる機会

を与え、子どもがいきいきと遊ぶことのできる環境を整えることを目的とする。 

 

2. 本業務の基本事項 

(1) 業務期間 

令和６年４月１日から令和７年 3月 31日 

 

(2) 協議 

① 本業務を適正かつ円滑に実施するため、受託者は各々の業務について委託者と常に密接

な連絡に努め、本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、委託者と受託者で

協議の上、委託者の指示に従い、業務を遂行するものとする。 

② 委託者において必要と認めたときは、作業を変更又は中止させることがある。この場合

の変更について、委託契約書に明記されていない場合は両者の協議により定めるものと

する。 

③ 委託者は、作業責任者及びその他の従事者(業務の一部を委任された者、業務の一部を下

請けする者を含む)について、業務の履行又は管理に関して著しく不適当と認められる者

があるときは、受託者に対してその理由を明示して、必要な措置をとることを請求する

ことができるものとする。 

 

(3) 法令・条例等の適用 

受託者は、業務の実施にあたり、関係する法令・条例等はこれを遵守しなければならない。 

① 個人情報の保護に関する法律 

② その他の関係法令 

 

(4) 秘密の保持 

① 受託者は、業務上知り得た秘密・個人情報を本業務以外の目的に使用し、又は第三者に

漏らしてはならない。 

② 受託者は、業務の遂行にあたっては、「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、取得し

た個人情報は、その取扱いに最大限の注意を払うこと。 

 

(5) 契約時に提出する書類 

受託者は、本業務を実施するにあたり以下の書類を提出しなければならない。 

① 作業責任者届 

 

(6) 作業責任者等 

本業務は、子どもと直に接し、屋外での遊びを中心とする活動を実施するものであることか

ら、本業務を遂行する作業責任者等は、本業務の内容に関する実績と適切な知見を有するこ

と。また、プレーパーク開催時は常駐できること。 
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(7) 損害の賠償 

本業務遂行中に受託者が委託者若しくは第三者に損害を与えた場合又は第三者から損害を受

けた場合は、直ちに委託者にその状況及び内容を書面により報告し、すべて受託者の責任に

おいて処理解決するものとし、委託者は一切の責任を負わない。 

 

(8) 作業経過の報告 

本業務の実施期間中において、受託者は委託者と緊密な連絡に努め作業を遂行しなければな

らない。また、委託者は必要に応じて本業務の実施状況を調査し、又は報告を求めることが

できることとする。なお、打合せで決定し、又は委託者が指示した事項等について、受託者

は定期的にその進捗を報告すること。 

 

(9) その他 

① 受託者は、本業務中に事故があった場合は、所要の処置を講ずるとともに事故発生の原

因及び経過、事故による被害の内容等について、直ちに委託者に報告すること。 

② 業務に伴う必要な経費は、本業務委託概要に記載のないものであっても、原則として受

託者の負担とする。 

 

3. 業務内容 

(1) 前提条件 

本業務の前提条件は以下のとおりとする。 

① 本業務の実施にあたっては、子どもたちに外遊びの面白さを伝えるとともに、外遊びの

必要性を啓発していくこと。 

② 本業務を実施する場所は、特に指定のある場合を除き、宇部市の所管する都市公園等と

する。 

 

(2) 業務計画書 

受託者は本業務の効率的かつ円滑な遂行のため、契約締結後すみやかに業務計画書を作成

し、委託者の承認を得て提出すること。なお、計画書の作成にあたっては、以下の項目につ

いて必ず記載し、本業務が確実に実施できるよう計画をたてること。 

① 実施方針 

② 実施体制  ・・・作業責任者、業務実施にあたっての主要なスタッフと連絡担当者、 

   緊急連絡先を記載すること。 

③ スケジュール・・・各業務の作業予定について、工程ごとに、大まかな年間スケジュー 

ルを作成し、主な作業内容を記載すること。 

 

(3) 業務概要 

本業務は、以下のとおりとする。業務実施計画書に基づき作業を進め、誠実に業務を実施す

ること。 

① プレーパークの実施 （定期開催） 

(ア) 神原公園において、第 1・3水曜日と毎週土曜日にプレーパークを開催する。 
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(イ) 実施にあたっては、事前に安全性について十分な検証を行い、事故防止に努めるとと

もに、プレーパーク参加者のケガ等に対応できる傷害保険に加入すること。 

(ウ) 参加者に対して、子どもの外遊びに関するアンケート調査等を実施し、「今後のプレ

ーパークのあり方」や「地域における外遊びのあり方」などの視点から分析を行うこ

と。なお、アンケートは受託者が作成し、事前に委託者の承認を得ること。 

(エ) 神原公園の定期開催にあたり、プレーリーダー等が常駐できるリーダーハウスを設

置すること。リーダーハウスの大きさについては、定期会議や打合せ等が可能な広

さとし、また、熱中症対策等ができる設備を設置すること。なお、設置にあたって

の費用・維持管理費・仮設電気設置費用等については、受託者が負担するものとす

る。 

(オ) 神原公園に設置済の倉庫内の備品は受託者において管理し、整理整頓に努めること。

なお出張プレーパークの際に、備品等の貸出は可能であるが、受託者において貸出簿

等を作成し管理を行うこと。 

(カ) 悪天候の場合は、委託者と受託者で協議の上、中止することができる。 

 

 

 

② 出張プレーパークの実施（１回以上） 

(ア) 宇部市及び受託者が募集した地域団体等と協働してプレーパークを開催する。 

(イ) 契約開始から令和７年 2月 28日までの間に開催する。 

（参考）開催スケジュール  

 

 

プレーパーク定期開催　

日 実施 日 実施 日 実施 日 実施 日 実施 日 実施 日 実施 日 実施 日 実施 日 実施 日 実施 日 実施

1(月) 1(水) ● 1(土) ■ 1(月) 1(木) 1(日) 1(火) 1(金) 1(日) 1(水) 1(土) ■ 1(土) ■

2(火) 2(木) 2(日) 2(火) 2(金) 2(月) 2(水) ● 2(土) ■ 2(月) 2(木) 2(日) 2(日)

3(水) ● 3(金) 3(月) 3(水) ● 3(土) ■ 3(火) 3(木) 3(日) 3(火) 3(金) 3(月) 3(月)

4(木) 4(土) ■ 4(火) 4(木) 4(日) 4(水) ● 4(金) 4(月) 4(水) ● 4(土) ■ 4(火) 4(火)

5(金) 5(日) 5(水) ● 5(金) 5(月) 5(木) 5(土) ■ 5(火) 5(木) 5(日) 5(水) ● 5(水) ●

6(土) ■ 6(月) 6(木) 6(土) ■ 6(火) 6(金) 6(日) 6(水) ● 6(金) 6(月) 6(木) 6(木)

7(日) 7(火) 7(金) 7(日) 7(水) ● 7(土) ■ 7(月) 7(木) 7(土) ■ 7(火) 7(金) 7(金)

8(月) 8(水) 8(土) ■ 8(月) 8(木) 8(日) 8(火) 8(金) 8(日) 8(水) 8(土) ■ 8(土) ■

9(火) 9(木) 9(日) 9(火) 9(金) 9(月) 9(水) 9(土) ■ 9(月) 9(木) 9(日) 9(日)

10(水) 10(金) 10(月) 10(水) 10(土) ■ 10(火) 10(木) 10(日) 10(火) 10(金) 10(月) 10(月)

11(木) 11(土) ■ 11(火) 11(木) 11(日) 11(水) 11(金) 11(月) 11(水) 11(土) ■ 11(火) 11(火)

12(金) 12(日) 12(水) 12(金) 12(月) 12(木) 12(土) ■ 12(火) 12(木) 12(日) 12(水) 12(水)

13(土) ■ 13(月) 13(木) 13(土) ■ 13(火) 13(金) 13(日) 13(水) 13(金) 13(月) 13(木) 13(木)

14(日) 14(火) 14(金) 14(日) 14(水) 14(土) ■ 14(月) 14(木) 14(土) ■ 14(火) 14(金) 14(金)

15(月) 15(水) ● 15(土) ■ 15(月) 15(木) 15(日) 15(火) 15(金) 15(日) 15(水) ● 15(土) ■ 15(土) ■

16(火) 16(木) 16(日) 16(火) 16(金) 16(月) 16(水) ● 16(土) ■ 16(月) 16(木) 16(日) 16(日)

17(水) ● 17(金) 17(月) 17(水) ● 17(土) ■ 17(火) 17(木) 17(日) 17(火) 17(金) 17(月) 17(月)

18(木) 18(土) ■ 18(火) 18(木) 18(日) 18(水) ● 18(金) 18(月) 18(水) ● 18(土) ■ 18(火) 18(火)

19(金) 19(日) 19(水) ● 19(金) 19(月) 19(木) 19(土) ■ 19(火) 19(木) 19(日) 19(水) ● 19(水) ●

20(土) ■ 20(月) 20(木) 20(土) ■ 20(火) 20(金) 20(日) 20(水) ● 20(金) 20(月) 20(木) 20(木)

21(日) 21(火) 21(金) 21(日) 21(水) ● 21(土) ■ 21(月) 21(木) 21(土) ■ 21(火) 21(金) 21(金)

22(月) 22(水) 22(土) ■ 22(月) 22(木) 22(日) 22(火) 22(金) 22(日) 22(水) 22(土) ■ 22(土) ■

23(火) 23(木) 23(日) 23(火) 23(金) 23(月) 23(水) 23(土) ■ 23(月) 23(木) 23(日) 23(日)

24(水) 24(金) 24(月) 24(水) 24(土) ■ 24(火) 24(木) 24(日) 24(火) 24(金) 24(月) 24(月)

25(木) 25(土) ■ 25(火) 25(木) 25(日) 25(水) 25(金) 25(月) 25(水) 25(土) ■ 25(火) 25(火)

26(金) 26(日) 26(水) 26(金) 26(月) 26(木) 26(土) ■ 26(火) 26(木) 26(日) 26(水) 26(水)

27(土) ■ 27(月) 27(木) 27(土) ■ 27(火) 27(金) 27(日) 27(水) 27(金) 27(月) 27(木) 27(木)

28(日) 28(火) 28(金) 28(日) 28(水) 28(土) ■ 28(月) 28(木) 28(土) ■ 28(火) 28(金) 28(金)

29(月) 29(水) 29(土) ■ 29(月) 29(木) 29(日) 29(火) 29(金) 29(日) 29(水) 29(土) ■

30(火) 30(木) 30(日) 30(火) 30(金) 30(月) 30(水) 30(土) ■ 30(月) 30(木) 30(日)

31(金) 31(水) 31(土) ■ 31(木) 31(火) 31(金) 31(月)

水曜 23
土曜 52

4月 5月 6月 7月 8月 3月9月 10月 11月 12月 1月 2月
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(ウ) 実施にあたっては、地域団体等と事前打ち合わせを行い、内容や役割分担について協

議すること。また、その際、開催地を確認する等、事前に安全性について十分な検証

を行い、事故防止に努めること。 

(エ) 開催当日は団体等と協働して運営にあたり、円滑な運営と安全管理に努めること。 

(オ) 開催後、団体等と実施の振り返りを行う機会を設けること。その際、参加者に対して、

子どもの外遊びに関するアンケート調査等を実施し、「今後のプレーパークのあり方」

や「地域における外遊びのあり方」などの視点から分析を行うこと。なお、アンケー

トは受託者が作成し、事前に委託者の承認を得ること。 

 

③ 周知・広報 

(ア) 本業務の実施にあたり、必要な広報を委託者の確認を受けて実施すること。 

(イ) 周知・広報の実施にあたっては、宇部市ホームページに情報の掲載が可能である。 

 

(4) その他 

(ア) 物販については、事業の実施に効果的と判断できるものについて、委託者と協議の

上、実施することができるものとする。 

(イ) プレーパークの実施にあたり、ボランティアスタッフ等の有償化に努めること。 

 

4. 業務に関する報告 

(1) 報告書等の作成 

受託者は、委託者の指示に基づき、計画書、報告書及び本業務において作成したデータ等を

報告期日までに委託者に報告すること。 

 

(2) 報告期日 

① 業務実施計画書・・・契約締結後速やかに 

② 事業実施報告書・・・令和７年 3月 31日  

 

(3) 報告等内容 

以下のとおり作成し、報告すること。なお、様式は問わない。 

① 実施日時、場所 

② 参加人数等 

③ 実施内容 

④ 実施上の問題点、課題等 

⑤ アンケートを実施した場合は、今後の事業に活用するため、集計・分析し、まとめて報

告すること。 

 

 


